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～電子申請がもっと便利に～

一部の行政手続がＬＩＮＥから申請できるようになります！
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令和２年１０月 「港区ＬＩＮＥ公式アカウント」を開設

災害・防災情報やイベント情報、くらしの情報などを配信

子どもの一時預かりの予約など一部のサービスが、

LINEのトーク画面から直接申請可能に！

区は、「港区基本計画（令和３年度～令和８年度）」で、令和８年度末までにオンライン申請が

できる行政手続の割合を100％とすることを目標に、オンライン化を推進！

令和５年６月から

「港区ＬＩＮＥ公式アカウント」のトーク画面から申請可能な手続（順次拡充予定）

対象サービス 開始時期

子育てひろば「あっぴぃ」の子どもの一時預かりの予約・利用申請 令和５年６月

産前産後家事・育児支援事業の利用申請 令和５年８月

区内保育園等の一時保育の予約・利用申請 令和５年１２月

利便性

UP

／ 現在のすべての手続 2,780件現在オンライン申請が可能な手続（※） ５６８件

※区独自の電子申請サービスや国のマイナポータルなどを利用

20.4％
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メニュー画面で「申請・予約」を選択

目的のカテゴリを選択

港区を友だち追加

回答して手続完了

利用手順とLINE公式アカウント画面イメージ（一時預かり申込みの例）

メニュー画面に、各種の電子申請機能に遷移
できるカテゴリ表示ボタンを設置
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目的の申請にスムーズにアクセス可能！

令和5年

５月

4

カテゴリ表示から
目的のカテゴリを選択

5

目的の申請を選択


